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本報告の概要

• ＜保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金とは＞
・平成29年の「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」において、高齢者の自立支
援・重度化防止等に向けた保険者の取組や都道府県による保険者支援の取組が全国で実施されるよう、ＰＤＣＡサイク
ルによる取組が制度化されました。
・この一環として、自治体への財政的インセンティブとして、市町村や都道府県の様々な取組の達成状況を評価できる
よう客観的な指標を設定し、市町村や都道府県の高齢者の自立支援、重度化防止等に関する取組を推進するための保険
者機能強化推進交付金が創設されました。
・令和２年度から、公的保険制度における介護予防の位置付けを高めるため、保険者機能強化推進交付金に加え、介護
保険保険者努力支援交付金（社会保障の充実分）が創設され、介護予防・健康づくり等に資する取組を重点的に評価す
ることにより配分基準のメリハリ付けが強化されました。

• ＜交付額算定のための該当状況調査＞
・厚生労働省が定める評価指標に基づき、毎年度、市町村が該当状況を自己評価する「該当状況調査」（一部、厚生労
働省において算出）が実施され、該当状況とその根拠資料を提出します。

評価指標に
基づく自己評価

アウトプット
による順位付け

アウトカム
による順位付け

該当状況調査

市町村を1号被保険者の規模別に分類し、分類
ごとに交付金の配分額が設定され、該当状況調
査結果（得点状況）に基づき交付額が算定され
ます。

２

成果指向型の介護予
防・健康づくりの取組



本報告の概要

＜該当状況調査結果（評価結果）の公表について＞

・平成30年度より厚生労働省が定める評価指
標に基づき、該当状況調査結果を提出し交付
金を受けてきましたが、令和６年度調査より、
各種施策の遂行、PDCAサイクルの実施に当
たって、評価結果を有効に活用できているか、
以下の４点について確認することが重要とさ
れました。そのため、本事業計画委員会にお
いて、令和７年度の該当状況調査結果をご報
告します。

➀年に１回以上、評価結果を庁内の関係者間で
説明・共有する場がある
②共有する場には、庁内のみならず、外部の関
係者が参画している
③共有する場における意見を、施策の改善・見
直し等に活用している
④市町村において全ての評価結果を公表してい
る

※地域包括ケア「見える化システム」掲載資料より

３



保険者機能強化推進交付金 得点（平均）比較
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23区・同規模区の平均点を下回った評価指標（一部抜粋）
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23区・同規模区の平均点を下回った評価指標（一部抜粋）
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まとめ

・得点がとれていない「後期高齢者数と給付費の伸び率の比較」や「要介護度の
変化率の状況」については、給付費の伸び率や要介護度の変化率の抑制が課題と
なりますが、早期に改善することが難しい指標となっています。

・一方で、評価指標の中でも保険者機能強化推進交付金の目標Ⅲ（ⅰ）体制・取
組指標群「介護人材の確保等の推進」については、かねてより全国的にも介護人
材の不足が深刻視されており、本区においても表彰事業の拡充や研修受講料の補
助など介護人材確保に向けた取り組みを一層推進しているところです。

・令和７年度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金の評価
結果については、得点が23区中11位となっており、前回調査時点より向上してい
ます。今後も非該当の各評価項目については、引き続き要因分析等を行い、費用
対効果を踏まえたうえで実施の可否の検討が必要と考えます。

８

今後も、各事業の取組にあたっては、該当状況調査結果及び他自治体の取組状況
等を踏まえPDCAサイクルを実施してまいります。


